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Ⅰ 計画の基本的な考え方 

１ 計画策定の趣旨 

現在、我が国は、人口減少社会を迎え、少子高齢化の急速な進行による市場規模

の縮小、労働力の減少などが、経済成長の大きな抑制要因となることが懸念されて

います。このような中、柔軟で持続可能な社会を築くためには、女性の力が働く場

面において十分に発揮でき、働くことを希望する女性が、その希望に応じた働き方

を実現できるよう社会全体で取り組む必要があります。  

国は、平成 25 年６月に策定した「日本再興戦略」や、引き続く「『日本再興戦略』

改訂 2014」において、「女性の活躍推進」を中核に位置付け、さらに女性の活躍推

進の取組みを着実に前進させるべく、平成 27 年９月には、「女性の職業生活におけ

る活躍の推進に関する法律」(平成 27 年法律第 64 号。以下「女性活躍推進法」と

いう。)を施行しました。 

女性活躍推進法は、「自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女

性がその個性と能力を十分に発揮して職業生活において活躍すること」を「女性の

職業生活における活躍」と定義し、民間事業者、国、地方公共団体が一体となって

取組みを進めていくためにそれぞれが女性の活躍推進に向けて果たすべき役割を

定めています。 

本県では、平成 29 年１月に女性活躍推進法第６条第１項に基づく都道府県推進

計画として「かがわ働く女性活躍推進計画」を策定しました。本計画の計画期間が

令和２年度末で終了したことに伴い、上位計画である「第４次かがわ男女共同参画

プラン」及び、これまでの取組みの検証や、社会情勢や財政状況の変化等の新たな

課題を踏まえ、働く場における女性活躍をより一層推進するため、「第２次かがわ

働く女性活躍推進計画」を策定するものです。  

 

２ 計画の基本方針 

 基本方針１ 女性、男性、経営者の意識改革 

基本方針２ 誰もが働きやすい職場環境づくり 

基本方針３ 女性が輝く職場づくり 

 

３ 計画の期間 

 この計画の期間は、令和３年度から令和７年度までの５年間としますが、社会情

勢や財政状況の変化などを踏まえ、必要に応じて見直しを行います。 
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Ⅱ 計画の内容 

女性の活躍を取り巻く本県の現状 

■社会の状況 

  本県の人口は急速な減少局面を迎えており、現状のまま何ら対策を講じなけれ

ば、今後、人口減少は加速度的に進み、令和 22 年の総人口は 81 万人程度にまで

減少すると見込まれています。年少人口(0～14 歳)と生産年齢人口(15～64 歳)は

今後も減少し、令和 22 年に年少人口は９万人を割り込み、生産年齢人口は 42 万

人程度にまで減少すると予測されており、県では、引き続き、人口減少問題の克

服と地域活力の向上に向けた取組みを推進するため、令和２年３月に「かがわ人

口ビジョン」を改訂し、令和 42 年に人口約 77 万人を維持するよう人口の社会増

と自然減の抑制に努め、長期的には人口増への転換を目指すこととしています。  

(P13 図１，図２)。 

こうした中、本県の有効求人倍率は、平成 23 年８月以降、１倍を超える状況が

続いており、新型コロナウイルス感染症の影響があるものの、人材不足となって

いる県内企業は多く、人材の安定的な確保が必要であり、また、感染症拡大防止

の観点から、テレワーク等の新しい働き方も求められています。 

加えて、近年の消費者ニーズの多様化やグローバル化等に対応するためには、

企業等における人材の多様性の確保と尊重が不可欠であり、働くことを希望する

女性が、その希望に応じた働き方を実現できるよう社会全体として取り組んでい

くことが必要です。 

 

■働く女性をめぐる状況 

 本県の 25 歳から 44 歳までの女性の有業率は 77.9％(平成 29 年)ですが、出

産・育児等を理由に離職する女性は多く、20 代後半の女性の有業率は 78.9％で

あるのに対し、多くの人が出産・子育て期を迎える 30 代、特に 30 代前半の女性

の有業率は 72.4％と６ポイント以上低くなっています(P15 図４)。 

 育児休業の利用状況は、女性の取得率が 93.1％(令和２年度)であるのに対し、

男性は 9.3％と、平成 28 年度の 2.7％から 6.6 ポイント増加したものの、まだ

まだ低い水準となっています(P20 表５)。 

 雇用形態を見ると、男性雇用者のうち非正規雇用者の割合が 18.6％(平成 29

年)であるのに対し、女性雇用者における割合は 52.7％となっています(P16 図

５)。こうした状況は、雇用の不安定や低賃金といった問題を生じさせるばかり

でなく、長期的なキャリア形成を通じた女性の十分な能力の発揮を阻む一因と

なっています。 

 県内企業において、女性の活躍推進のための具体的な取組みはあまり進んで

おらず、平成 28 年度と令和２年度の調査結果を比較してみると、実施中、実施
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予定の企業が大幅には増加していない状況です (P21 図 11)。 

 上述のような女性の就業状況や固定的な性別役割分担意識に基づく男性を中

心とした雇用慣行を背景として、管理的職業従事者に占める女性の割合は

15.4％（平成 29 年）と全国平均は上回っているものの、低い水準に留まってい

ます(P17 表２)。 

また、労働者の 1 人平均年間総実労働時間(男女計)は、1,726 時間(令和元年)

であり、全国平均を上回っています(P19 図９)。このような長時間労働を前提と

した労働慣行も、女性の出産後の就業継続やキャリア形成を困難としています。 

さらに、女性が、自ら事業を起こし経営者となる起業は、女性の活躍の場を広

げることにつながりますが、本県の起業者に占める女性の割合は 16.2％（平成

29 年）とまだまだ低い状況にあります(P19 図 10)。 

  こうした状況を踏まえ、３つの基本方針について、それぞれ課題と方向性、施

策の内容及び目標を示すものです。 

 

■第２次かがわ働く女性活躍推進計画 体系図 
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■持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現  

働く場における女性の活躍推進に向けて取組みを進めることは、「男女」にと

どまらず、年齢も、国籍も、性的指向・性自認に関することなども含め、多様な

人々を包摂する社会の実現につながるものであり、平成 27 年９月に、国連サミ

ットにおいて採択された国際社会全体の開発目標であるＳＤＧｓの理念である

「誰一人取り残さない」持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現と方向を

同じくするものです。 

 

方向性を同じくするＳＤＧｓのゴール  
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基本方針１  女性、男性、経営者の意識改革             

 
(1)現状と課題 

○ 本県経済の持続可能な発展のためには、まずは女性自身が、働く場において

その能力を十分に発揮することに対する意識改革を、また、経営者は、単に不

足する労働力確保の一方策としてではなく、生産性の向上につながることとし

て捉え、積極的に取り組むことが重要です。 

○ 家事や育児などが依然として女性に偏っている現状がある一方、男性は仕事

中心の生活となっている現状があります。男性が家事や育児に係わる時間が長

いほど第２子以降の出生が多い傾向(P14 図３)にあることから、少子高齢化対

策の観点からも、男女がともに家庭生活に関われるよう、職場や家庭内での役

割分担などを見直すとともに、男女のいずれもが多様なライフスタイルを選択

できることが重要です。 

○ 女性活躍推進の取組みに対する意識は、依然としてあまり高くないことか

ら、行政が、本県の産業を支える中小企業の経営者を中心に、意識改革を推進

するための情報提供や働きかけを行うとともに、労働者に対する相談窓口を充

実させることが重要です。 

○ 企業においては、女性の職域が拡大し、管理職に占める女性の割合は増加傾

向にありますが、まだまだ低い状況にあることや、男性のうち約半数（令和２

年度）が管理職以上の役職に就きたいとしているのに対し、女性は 60.4％が就

きたくないとしているが、これは、今の管理職の状況では、責任が重く、まだ

まだ仕事と家庭等の両立が難しいと考えていることが要因となっています（P18

図８,表３）。そのため、管理職のあり方を見直すと共に、女性が管理職に対す

る理解を深めるよう、行政等はキャリアアップのためのセミナーや勉強会を開

催するとともに、経営者は社員教育を充実させることが重要です。 

 

(2)施策の内容  

①女性・男性・経営者への啓発活動の充実 

・働く場における女性活躍に対する女性自身の意識改革に加え、男性や企業経

営者の意識改革を図るとともに、家庭内における互いの仕事に対する尊重と

理解を促進することにより、働くことを希望する女性の意欲や能力の向上な

どに努めます。 

・職場風土の改善、仕事と生活の両立支援、女性の職域拡大など女性の活躍推

進に積極的に取組む企業の表彰や事例の情報発信など、女性の職業能力が一

層発揮できる環境づくりに向けた支援を行います。  
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取 組 内 容 

・働く女性の活躍推進に関する広報・啓発  

・かがわ女性キラサポ宣言登録促進とかがわ女性キラサポ大賞の表彰等 

・働く女性の活躍を推進するイベント（セミナーなど）の開催  

・父親の子育て意識の醸成と両親学級などの開催の促進  

・家事・育児や介護への男性の参画に対する周囲の意識の変革のための啓

発及び情報提供 

・男女を問わず労働者の相談窓口の充実 

 

②情報の収集・整理及び提供等  

・女性活躍推進法の趣旨の周知を図り、法がより確実に遵守され定着するよう

努めます。 

・女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定が努力義務とされてい

る、常勤雇用者数 100 人以下の企業の自主的な行動計画の策定を促進するた

め、アドバイザーの派遣等の支援を行います。  

 

取 組 内 容 

・経営者や労働者に対する情報の提供 

・「女性活躍推進法」やその指針等の周知のための広報・啓発 

・女性活躍推進のためのアドバイザーの派遣 

・女性活躍推進先進事例の収集・情報提供  

 

 

(3)目標とする指標  

項 目 現状 目標 

女性活躍推進の自主宣言「かがわ女性キラ

サポ宣言」登録企業数 

175 社 

（Ｈ28 年度～ 

Ｒ２年度) 

180 社 

(Ｒ３年度～ 

Ｒ７年度) 

女性活躍推進法に基づく一般事業主行動

計画の届出数(常勤雇用者数 100 人以下の

企業) 

134 社 

(令和２年度) 

現状を上回る 

(令和７年度) 

 

 

  



7 

 

基本方針２ 誰もが働きやすい職場環境づくり                

 

(1)現状と課題 

○ ６歳未満の子どもを持つ夫婦の労働時間は、夫８時間 12 分、妻２時間 13

分、家事･育児等の時間は夫１時間５分、妻６時間２分(平成 28 年)と、夫は

仕事に妻は家庭に費やす時間が多くなっています(P20 表４)。こうした男性

中心の長時間労働を前提とした働き方を見直し、誰もが働きやすい職場環境

の整備や家庭での環境を整備することが必要であり、子育て家庭が安心して

子育てができ、介護を担う家族が安心して働き続けられるよう、それぞれの

ライフスタイルにあったワーク・ライフ・バランスを実現することが重要で

す。 

○ 女性が働きやすく勤務を続けやすい職場環境について、 55.3％(令和２年

度)の従業員が「短時間勤務等の仕事と生活の両立支援のための制度の充実､

利用しやすさ」を求めているのに対し、実際に制度が整っていると思う従業

員の割合は依然として５割程度となっていること(P24,25 図 15,16)などか

ら、必要とされる職場環境を整備することが重要です。 

○ 正規雇用、非正規雇用、自営業等、求める雇用・就業形態は人により様々

です。また、男女ともにそれぞれの希望・目標に向かうためには、互いの多

様な働き方・生き方を認めることが必要です。  

〇 新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、テレワークなどの新しい

働き方の推進が求められています。 

〇 性別を理由とする差別的取扱いや、職場におけるハラスメントの防止など、

労働者が安心して働くことのできる雇用環境を整備することが必要です。  

 

(2)施策の内容 

①新しい働き方の推進によるワーク・ライフ・バランスの実現  

・男女が共に、その個性と能力を十分に発揮して活躍するためには、長時間労

働などを前提とした従来の働き方を見直し、ワーク・ライフ・バランスを実

現することが必要です。経済団体、労働団体、行政等が連携しながら、働き

方改革の気運の醸成を図ります。 

・働き方改革に関する制度や事例の紹介等を行う「働き方改革推進アドバイザ

ー」の企業等への派遣や、働き方改革に積極的に取り組む企業等の優良事例

の発信等を通じて、テレワークなどの新しい働き方を含め、それぞれの状況

に応じた企業等における取組みを支援します。  

・自らの意思により多様でかつ柔軟な働き方を選択できることの重要性と、そ

のために必要な労働環境の整備を促進するために、啓発及び情報提供を行い
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ます。 

・「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」

の趣旨の周知を図り、法がより確実に遵守されるよう努めます。  

・男性の育児・介護休業の取得及び家庭や地域活動への参画について、男性の

意識改革とともに、周囲の意識改革のための啓発及び情報提供を行います。 

・次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定が努力義務

とされている、常勤雇用者数 100 人以下の企業の自主的な行動計画の策定を

促進するため、アドバイザーの派遣等の支援を行います。  

 

取 組 内 容 

・ワーク・ライフ・バランスに関する広報・啓発  

・所定外労働時間の削減や年次有給休暇の取得促進など、働き方改革に向

けた広報・啓発 

・育児・介護休業など仕事と子育て・介護の両立を支援する諸制度の広報・

啓発 

・働き方改革推進アドバイザーの派遣  

・かがわ働き方改革推進宣言企業の登録促進、かがわ働き方改革推進大賞

の表彰 

・働き方改革に取り組む企業等の優良事例等の情報発信  

・多様な働き方に関する啓発 

・男性が育児休業を取得し、子育てしやすい環境整備を推進するための経

営者等を含めた職場の意識改革の促進  

・子育て行動計画策定企業認証マークの交付  

・子育てや介護を行う労働者に対する相談窓口・情報の提供  

・テレワークなどの新しい働き方の推進に取り組む企業等への支援  

 

②誰もが安心して働ける環境づくりの支援  

・「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」の

趣旨の周知を図り、法がより確実に遵守され定着するよう努めます。  

・企業等と子育て支援ＮＰＯや子育てサークルとの連携・協働を図り、地域に

おける子育て支援のネットワークづくりを推進するほか、官民一体となって

社会全体で子どもと子育て家庭を応援していく活動の取組みを進めます。  

・地域の実情に応じた多様かつ総合的な子育て支援を量・質両面にわたり充実

させるとともに、就労形態の多様化に応じた保育の充実に努めます。  

・誰もが安心して働ける環境づくりに向け、職場におけるハラスメントの防止

のための関係法令等の広報・啓発や、ハラスメントに対する相談への助言、

情報提供を行います。  
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取 組 内 容 

・男女雇用機会均等の確保の促進 

・社会全体での子育て支援のネットワークづくりや情報提供  

・保育の実施主体である市町が計画的に量・質両面にわたり就学前の教育・

保育を充実させるよう提供体制の確保を支援  

・延長・休日保育、一時預かり、病児・病後児保育などの保育の充実  

・保育所・認定こども園・幼稚園等における地域子育て支援の充実 

・職場におけるハラスメントの防止のための関係法令等の広報・啓発  

・職場におけるハラスメントの相談に対する労働相談員の助言、情報提供  

 

(3)目標とする指標 

項 目 現状 目標 

「かがわ働き方改革推進宣言」登録企業数 

191 社 

（Ｈ30 年度～ 

Ｒ２年度) 

300 社 

(Ｒ３年度～ 

Ｒ７年度) 

子育て行動計画策定企業認証マーク取得

企業数 

116 社 

（Ｈ28 年度～ 

Ｒ２年度) 

120 社 

(Ｒ３年度～ 

Ｒ７年度) 

労働者 1 人平均年間総実労働時間 
1672.8 時間 

(令和２年) 

現状を下回る 

(令和７年) 

男性の育児休業取得率 
9.3％ 

(令和２年度) 

30.0％ 

(令和７年度) 
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基本方針３ 女性が輝く職場づくり                

 

(1)現状と課題 

○ 雇用の分野においては、男女の均等な機会と待遇の確保を図るための法律

や制度の整備が行われ、女性の職域が拡大し、管理的職業従事者に占める女性

の割合が増加傾向にあるなど、女性の活躍は進んできているようにみえます。

しかし、女性の管理職登用について、今後進める予定はないとする事業所が

43.2％(令和２年度)と依然として多いこと（P17 図７）や、会社の待遇などで

性別による違いを感じている女性が 37.1％(令和２年度)とかなりの割合を占

める（P22,図 12）など、いまだ採用や配置、昇進等における男女間の格差や給

与額の男女格差などが見られ、働く女性の意欲を低下させる要因となっていま

す。（P23,表６） 

〇 経営者は、組織の運営、管理に従事する職への女性の育成や登用に取り組む

とともに、女性がやりがいをもって働き続けられるよう、自己啓発セミナーや

勉強会等の研修の機会を充実させることが重要です。  

○ 労働力の確保という側面だけでなく、多様な視点による経営戦略の構築な

ど個々の女性の能力を生かすという側面から、商工業などの自営業や起業な

どの分野においても、男女が均等な機会の下でその能力を発揮できるための

支援が重要です。  

 

(2)施策の内容 

①女性が仕事に魅力、やりがいを感じる職場づくりの推進  

・雇用の分野での男女の均等な機会が確保され、その能力を十分に発揮できる

環境づくりや女性の能力発揮のための積極的取組み（ポジティブ・アクショ

ン）についての気運の醸成を図ります。  

・組織の運営、管理に従事する職への女性の育成や登用に向け、女性がやりが

いをもって働き続けられるよう、セミナー等を開催します。  

・「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」（以下

「パートタイム・有期雇用労働法」という。）及び「労働者派遣事業の適正

な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」（以下「労働者派遣法」

という。）の周知を図り、法がより確実に遵守され定着するよう努めます。  

・非正規雇用から正規雇用への転換を促進するため、制度などの普及啓発に努

めます。 

・子育てや介護をしながら働くことを希望する人が、安心して継続就業できる

よう、育児・介護休業を取得しやすい雇用環境の整備を促進します。  



11 

 

・働くことを希望する女性が、その希望に応じた働き方を実現できるよう、職

業生涯を通じたキャリア形成を支援するため、研修機会の充実と相談支援を

行う制度の普及促進に努めます。 

・かがわ女性・高齢者等就職支援センターにおいて、現在職についていない女

性等への就職相談やキャリアカウンセリング、短期の職場実習等を実施し、

新規就業につながるよう支援します。  

・県立高等技術学校に、再就職を希望する女性のニーズに対応した訓練科目を

設置するなどの支援を行います。 

取 組 内 容 

・ポジティブ・アクションに対する気運の醸成  

・女性活躍のためのメンターの拡充支援  

・「パートタイム・有期雇用労働法」および「労働者派遣法」の周知のため

の広報・啓発 

・非正規雇用から正規雇用への転換の促進  

・継続就業がしやすい雇用環境整備のための諸制度の広報・啓発  

・事業主に対する再雇用制度の普及促進  

・再就職希望者への支援制度の周知  

・かがわ女性・高齢者等就職支援センターにおける現在職についていない女

性等への就労支援 

・県立高等技術学校における職業訓練の実施  

・休職中の一時預かり事業についての周知  

 ②女性の起業等支援 

・商工団体が取り組む研修会の開催などへの支援を行い、商工業に従事する女

性のネットワークの構築や経営能力の向上を図ります。  

・県内で新たに事業を開始する際に、必要な設備・運転資金を融資します。  

取 組 内 容 

・商工業に従事する女性のネットワークの構築や、経営能力の向上を図るた

め、商工団体が取り組む研修会、講習会の開催などへの支援  

・創業のための資金融資、経営相談対応 

・労働関係法規などの周知や、情報提供の推進 
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 (3)目標とする指標 

項 目 現状 目標 

管理的職業従事者に占める女性の割合  
15.4% 

（平成 29 年） 

現状を上回る 

(令和４年) 

育児をしている女性（25～44 歳）の有業

率 

68.2％ 

(平成 29 年) 

現状を上回る 

(令和４年) 

 

Ⅲ 点検・評価 

 

 この計画に基づく、女性の職業生活における活躍の推進に係る施策の実施状況

を「かがわ働く女性応援会議」に報告し、点検・評価します。 
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Ⅳ 参考  

１ 統計・データ 

１ 社会の状況 

人口減少と少子高齢化の進展 

◇【図１】 将来推計人口（香川県）  

 

 
◇【図２】本県の人口の長期的見通し（香川県） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・本県の人口は、平成 11（1999）年の約 103 万人をピークとして減少に転じ、国立社

会保障・人口問題研究所の推計によると、現状のままで何ら対策を講じなければ、

今後、人口減少は加速度的に進み、令和 22（2040）年の本県の総人口は 81 万人程

度にまで減少すると見込まれている。 

・こうした現状を踏まえ、県では、引き続き、人口減少問題の克服と地域活力の向上

に向けた取組みを推進するため、令和２年３月に「かがわ人口ビジョン」を改訂し、

令和 42（2060）年に人口約 77 万人を維持するよう人口の社会増と自然減の抑制に

努め、長期的には人口増への転換を目指すこととしている。  

資料：総務省統計局「国勢調査」、 

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口  」（平成 30 年 3 月推計） 

資料：香川県「かがわ人口ビジョン」（令和２年３月改訂版） 
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実績（1960～2015年）

①国立社会保障・人口問題研究所準拠

②合計特殊出生率が上昇(2030年に1.8程度、2040年に2.07程度)した場合

③合計特殊出生率が上昇(2030年に1.8程度、2040年に2.07程度)し、かつ、転

入と転出（社会増減）が均衡した場合

④合計特殊出生率が上昇(2030年に1.8程度、2040年に2.07程度)し、かつ、

2024年以降社会増1,000人/年が継続する場合

ピーク  1999 年  約 103 万
人  

2024 年以降  
社会増 1,000 人/年を目指す  2060 年  

①約 66 万人  

②約 72 万人  

③約 74 万人  

④約 77 万人  
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◇【図３】 夫の休日の家事･育児時間別にみた７年間(平成 25 年～令和元年)

の第２子以降の出生の状況（全国） 

 

 

    資料：厚生労働省「第８回21世紀成年者縦断調査」(平成24年成年者) 

注：１）家事・育児時間は、「出生あり」は出生前調査時の、「出生なし」は第７回調査

時の状況である。 

２）７年間で２人以上出生ありの場合は、末子について計上している。 

３）「総数」には、家事・育児時間不詳を含む。 

 

・家事・育児時間ありでは、７割以上で第２子が生まれており、家事・育児時間が長

いほど子どもが生まれる割合が高くなる傾向がある。 
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２ 働く女性をめぐる状況 

〔女性の就業継続状況〕 

◇【図４】年齢階級別有業率 

 

資料:総務省「就業構造基本調査」(平成 29 年) 

 

・平成 29 年の香川県の女性の有業率を年齢階級別にみると、「25～29 歳」（78.9％）

と「40～44 歳」（81.9％）を左右のピークとし、「30～34 歳」(72.4％)を底とするＭ

字型カーブを描いている。 

・25～44 歳の香川県の女性の有業率は、77.9％である。  

 

 

◇【表１】育児をしている女性（25～44 歳）の有業率(全国比較) 

区 分 第 1 位 第 2 位 第 3 位 第 24 位 
全国 

都道府県 高知県 島根県 福井県 香川県 

育児をしている女

性の有業率 
81.2% 80.7% 80.5% 68.2% 64.4% 

資料:総務省「就業構造基本調査」(平成 29 年) 

 

・育児をしている女性（25～44 歳）の有業率は、全国平均の数値を上回るが、上位県

の８割越えには届いておらず、68.2％にとどまる。 
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〔雇用形態〕 

◇ 【図５】雇用形態割合（香川県） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

・雇用形態は、平成 29 年と平成 24 年を比較すると、男女とも非正規雇用者の割合が

若干減少しているものの、平成 19 年と比較すると、男女ともに非正規雇用者の割

合は増加している。特に女性では平成 24 年には正規雇用者の割合を超え、平成 29

年においても同様の結果となっている。 

 

 

◇ 【図６】女性、年齢階級別、雇用形態別雇用者（役員を除く）割合  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・女性の雇用形態は、20～29 歳までの年齢階級の約７割をピークに、正規雇用者の割

合が低下し、非正規雇用者の割合が上昇傾向にある。   
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資料：総務省「就業構造基本調査」（平成 29 年） 

資料：総務省「就業構造基本調査」 
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〔役職に占める女性割合〕 

◇【表２】管理的職業従事者に占める女性の割合 

 

区 分 第１位 第２位 第３位 第 18 位 全国 

都道府県 山口県 長崎県 岡山県 香川県 ― 

女性の割合 21.4% 20.7% 20.6% 15.4% 14.8% 

資料:総務省「就業構造基本調査」(平成 29 年) 

 
・管理的職業従事者に占める女性の割合は、全国平均を上回るが、上位県の 20％以上に

は、届いておらず、15.4％にとどまる。 

 

◇【図７】企業における女性の管理職登用状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         資料：香川県「女性の活躍促進に向けた企業等実態調査」（令和２年度） 

 

・全体では、「進める予定はない」が 43.2％と最も高く、次いで「今後進める予定で

ある」が 36.1％、「積極的に進めている」が 20.7％となっている。 

・従業員数別でみると、30～99 人以下と 300 人以上を除く規模では「進める予定は

ない」が 4 割以上と最も高く、30～99 人以下では「今後進める予定である」が

50.9％で最も高く、300 人以上では「積極的に進めている」「今後進める予定であ

る」が 50.0％となっている。 

・前回調査（H28）の結果と比較すると、「積極的に進めている」は前回（21.4％）

とほぼ同じ割合で、「今後進める予定である」は前回（32.1％）から約４ポイント

増加しているものの、大幅に増加はしていない。 

 

（単位：％） 
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◇【図８】管理職以上の役職に就きたいと思う従業員の割合  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：香川県「女性の活躍促進に向けた企業等実態調査」（令和２年度） 

・男性では「ある程度は就きたい」が 40.1％、女性では「あまり就きたくない」が

42.8％でそれぞれ最も高くなっている。 

・前回調査（H28）の結果と比較すると、「絶対に就きたい」「ある程度は就きたい」の

合計は男性では前回（63.8％）から約 14 ポイント減少し、女性では前回（21.6％）

とほぼ同じ割合となっている。 

 

◇【表３】役職に就きたくない理由 

 

資料：香川県「女性の活躍促進に向けた企業等実態調査」（令和２年度） 

 

・男性では「メリットが感じられない」が 54.1％で最も高く、女性では「メリット

が感じられない」「責任が重い」がともに 28.8％で最も高くなってる。 

・前回調査（H28）の結果と比較すると、男性では「メリットが感じられない」が前

回（29.5％）から約 25 ポイント増加し、女性では「メリットが感じられない」が

前回（21.9％）から約７ポイント増加し、「責任が重い」が前回（27.2％）から約

１ポイント増加している。  

（単位：％） 
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〔労働時間〕 

 

 

資料:厚生労働省「毎月勤労統計調査」（令和元年） 

・香川県は全国ワースト 21 位であり、全国平均よりも 57 時間長い。 

  

〔起業・創業〕 

◇【図 10】都道府県別起業者に占める女性の割合  

 

 資料：総務省「就業構造基本調査」（平成 29 年）  

会社などの役員の起業者についての割合 

・香川県内の起業者に占める女性の割合は 16.2%で、全国第６位である。  

◇【図９】都道府県別労働者 1 人平均年間総実労働時間 

（時間） 
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〔妊娠・出産、育児、介護〕 

◇【表４】６歳未満の子どもを持つ夫婦の労働時間、家事・育児時間  

区 分 香川県 全国 

６歳未満の子どもを持つ夫の労働時間 ８時間 12 分 ７時間 42 分 

〃        妻の労働時間 ２時間 13 分 ２時間２分 

〃  夫の家事･育児･介護･看護時間 １時間５分 １時間７分 

〃  妻の家事･育児･介護･看護時間 ６時間２分 ６時間 58 分 

資料:総務省「社会生活基本調査」（平成 28 年） 

 

・香川県の６歳未満の子どもを持つ夫婦の労働時間は、夫が全国平均よりも 30 分長

く、妻は 11 分長くなっている。家事・育児・介護・看護時間は、夫が全国平均より

も２分短く、妻は 56 分短くなっている。 

 

 

◇【表５】育児休業取得率 

 男性 女性 

調査年度 出産者数 
育児休業
開始者数 

取得率 出産者数 
育児休業
開始者数 

取得率 

平成 21 年度 366 人 4 人 1.1% 163 人 150 人 92.0% 

平成 28 年度 112 人 3 人 2.7% 154 人 147 人 95.5% 

令和２年度 182 人 17 人 9.3% 145 人 135 人 93.1% 

資料：香川県「企業等実態調査」 

 

・育児休業の取得率は、男女ともに増加傾向にあるが、令和元年度の出産に係る育

児休業取得率は、女性の 93.1%に対し、男性 9.3%と、男性の取得率は依然として

低い水準となっている。 
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〔女性活躍の職場環境〕 

◇【図 11】女性の活躍推進のための県内企業の取組み実施状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：香川県「女性の活躍促進に向けた企業等実態調査」（令和２年度） 

 

・女性活躍のための取組みについては、実施中と回答した取組みでは、「資格取得に

ついて、費用助成などの支援」が 45.5％、「セクハラやいじめなどを受けた場合の

対応策の策定･周知」が 40.9％と多くなっているが、その他の項目では「予定な

し」が半数以上を占めており、取組みはあまり進んでいない状況である。 

・前回調査（H28）の結果と比較すると、「セクハラやいじめなどを受けた場合の対

応策の策定･周知」では実施中と回答した割合が前回（26.6％）から約 14 ポイン

ト増加している。  

（単位：％） 
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◇【図 12】会社の待遇などで性別による違いがあると思う従業員の割合  

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：香川県「女性の活躍促進に向けた企業等実態調査」（令和２年度） 

・性別でみると、男女いずれも「あまりない」が約３割で最も高くなっている。「あ

る」「ややある」を合わせた割合は男性では 35.0％、女性では 37.1％と、男女間

の差は約２ポイントとなっている。 

・前回調査（H28）の結果と比較すると、「ある」「ややある」の合計は男性では前回

（23.1％）から約 12 ポイント増加し、女性では前回（30.6％）から約７ポイント

増加している。 

 

◇【図 13】性別による違いがあると思う事柄 

 

資料：香川県「女性の活躍促進に向けた企業等実態調査」（令和２年度） 

 

・性別による違いがあると思う事柄の傾向は同様だが、前回調査（H28）の結果と比

較すると、「男性のほうが昇給・昇格が早い」「同じ仕事をしているのに賃金に差

がある」「採用の際に男性の方が有利」の項目が減少している。 

・最も割合が高かった「男性のほうが昇給･昇進が早い」は前回（62.4％）から約４

ポイント減少している。 

  

（単位：％） 
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◇【表６】性別による違いがあると思う事柄（男女別）  

 

資料：香川県「女性の活躍促進に向けた企業等実態調査」（令和２年度） 

・男女いずれも「男性のほうが昇給･昇進が早い」が最も高く、次いで男性では「重

要な業務は男性に、補助的業務は女性に割り振られる」が 44.4％、女性では「女

性は管理職に(ほとんど)登用されない」が 46.7％となっている。 

 

 

◇【図 14】女性が働きやすく勤務を続けやすい職場環境が整っていると思う  

従業員の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：香川県「女性の活躍促進に向けた企業等実態調査」（令和２年度） 

 

・「あまり整っていない」と「整っていない」を合計すると男性が 24.5％、女性が

28.9％と前回調査（H28）より増加している。 

  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
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に

(
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に
男
性
の
ほ
う
が
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利

そ
の
他

男性 90 45.6 42.2 44.4 30.0 1.1 12.2 30.0 1.1 1.1 5.6

女性 199 65.3 46.7 39.7 14.1      - 28.1 15.6 2.5 2.0 6.5

【表の見方】
全体＝回答数（人）
各項目＝比率(％)

性
別

（単位：％） 
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◇【図 15】整っていると思う環境 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：香川県「女性の活躍促進に向けた企業等実態調査」（令和２年度） 

 

・「短時間勤務等の仕事と生活の両立支援のための制度が充実している・利用しやす

い」が 50.4％と最も高く、次いで「結婚･出産後の就業継続のための働きかけや研

修がある」が 26.4％、「人事評価基準において、性別による評価の差がない」が

25.2％となっている。 

・前回調査（H28）の結果と比較すると、最も割合が高かった「短時間勤務等の仕事と

生活の両立支援のための制度が充実している・利用しやすい」は前回（42.6％）か

ら約８ポイント増加している。 
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◇【図 16】整っていればよいと思う環境 

 

資料：香川県「女性の活躍促進に向けた企業等実態調査」（令和２年度） 

 

・「短時間勤務等の仕事と生活の両立支援のための制度が充実している・利用しやす

い」が 55.3％と最も高く、次いで「人事評価基準において、性別による評価の差が

ない」が 32.6％、「結婚･出産後の就業継続のための働きかけや研修がある」が

32.1％となっている。 

・最も割合が高かった「短時間勤務等の仕事と生活の両立支援のための制度が充実し

ている・利用しやすい」は前回（59.8％）から約４ポイント減少している。 
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◇【表７】整っていればよいと思う環境（男女別、年齢階層別）  

 

資料：香川県「女性の活躍促進に向けた企業等実態調査」（令和２年度） 

 

・性別でみると、男女いずれも「短時間勤務等の仕事と生活の両立支援のための制

度が充実している・利用しやすい」が５割を超え最も高くなっている。 

・年齢別でみると、25～29 歳を除く年齢では「短時間勤務等の仕事と生活の両立支

援のための制度が充実している・利用しやすい」が最も高く、25～29 歳では「結

婚･出産後の就業継続のための働きかけや研修がある」が 55.2％と最も高くなって

いる。 
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